
お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

生講座を「オンラインＬＩＶＥ講座」にて配信!
働き方改革・在宅需要のお申込みが急増中！

東 京 生 講 座

受講料 会員 ： 無 料 資産税実務研究会 / 定額制クラブ / 
資産税オンラインスクール

会　場

オンラインＬＩＶＥ講座

資産税実務研究会

税理士のための
オーナー貸付金・借入金

解消方法

一般 ： ［オンライン］20,000円

［会場受講］10,000円

40 名様会場受講 先着 4/21（火）17:00-19:00チャットで質問できます！

講　師 伊藤 俊一 氏 伊藤俊一税理士事務所 代表税理士

1978年（昭和53年）愛知県生まれ。
勤務時代、都内会計事務所を経て、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業再生、
事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野のコンサルティングを経験。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約（中小企業の資本政策）・相続税・地主様の土地有効活用コン
サルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績
を有する。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻（専攻：租税法／研究テーマ：民事信託）
修士課程在学中。
現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員。信託法学会所属。

相続発生時に、社長から法人への貸付金（社長借入金）を解消していなければ、計上額
がそのまま「相続財産」に含まれてしまいます。

これを回避するために、財産基本通達205項により、相続財産から外すことを検討する
と思いますが「一定の事由」がなければ、適用ができないことがほとんどです。
つまり、事実上、同項を適用しての減額は困難です。

社長借入金は相続発生前に、早期に解消しておく必要があります。

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F　TEL：03-6262-3553
［浜松町］ ビジョンセンター浜松町 JR山手線・京浜東北線「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」 徒歩3分

東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」 徒歩3分、都営大江戸線・浅草線「大門駅（A1出口）」 徒歩5分

詳しくは
裏面を

ご覧ください



株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル4Ｆ  TEL 03-6228-3272  担当：藤井・内海

TEL.1 TEL.2　携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

FAX E-mail

ご住所 〒

事務所名参加者名｜フリガナ

2020/4/21（火）「税理士のためのオーナー貸付金・借入金解消方法」 申込書

お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751FAX送信先 HPからのお申込みはこちら http://farbe-net.com/

受講形式　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 生講座会場受講 （40名様） □ オンラインLIVE講座

種　　別　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 定額制クラブ（無料） □ 一般□ 資産税実務研究会 会員（無料） □ 資産税オンラインスクール 会員（無料）

会場案内講座内容

ビジョンセンター浜松町
東京都港区浜松町2-8-14　浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL：03-6262-3553

・JR山手線・京浜東北線
　「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線
　「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線
　「大門駅（A1出口）」 徒歩5分

浜松町相 続 発 生 時 に、社 長 か ら 法 人 へ の 貸 付 金（社 長 借 入 金）を 解 消 し て い な
ければ、計上額がそのまま「相続財産」に含まれてしまいます。

これを回避するために、財産基本通達205項により、相続財産から外すこ
と を 検 討 す る と 思 い ま す が「一 定 の 事 由」が な け れ ば、適 用 が で き な い こ
とがほとんどです。つまり、事実上、同項を適用しての減額は困難です。

したがって、社長借入金は相続発生前に、早期に解消しておく必要があり
ます。
とはいえ、これらの税務上問題となる点や留意点を知らずに実行してしま
うと、あとで大きなトラブルになる可能性があります。

また、社長の法人からの借入金（社長貸付金）も早期の解消が必要です。
な ぜ な ら、こ の 貸 付 金 は 金 融 機 関 の 査 定 で は「ゼ ロ 評 価」に さ れ て し ま い
自己資本を毀損し、格付けが悪くなり、借入金利にも影響するからです。

そ こ で、本 講 座 で は、税 理 士 と し て 知 っ て お く べ き オ ー ナ ー 貸 付 金・借 入
金の各種解消方法について、課税実務上、やってよい手法、やってはいけ
ない手法、留意すべき点を具体事例で解説いたします。

【ケース１】  オーナー社長から法人に貸付金がある場合
・方法の列挙及び基本的な課税関係等の確認
・ＤＥＳと疑似ＤＥＳ
・その他、貸付金を整理する手法
・考慮すべき要素は何か？
・実例・ケーススタディで考えてみる
・債務超過にまつわる株価の論点
【ケース２】  オーナー社長が法人から借入金があるケース
・方法の列挙及び基本的な課税関係等の確認
・役員報酬の増額・賞与・退職金で整理


